
■熱導管等の補助対象範囲：

既存再エネ熱利用設備から各熱利用施設（熱需要先）配管との接続口

（＊の箇所）までとする。

[例] 補助対象範囲：
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その他：「熱導管に付随するCO2削減に直接資する機器」についても補助対象とする。
[例]CO2削減に直接資する計測制御機器（ ）、弁

補助対象設備の例示
[第５号事業熱導管等の設備]


